
資料４ 

高齢者の医療の確保に関する法律 
（関係条項の抜粋） 

第 1章 総則 
（目 的） 
第１条 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療の適正化を推進

するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高

齢者の医療について、国民の共同連帯の理念に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担

の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民

保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。 
（地方公共団体の責務） 
第４条 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の

適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に行われるよう所用の施

策を実施しなければならない。 
（保険者の責務） 
第５条 保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進する

よう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう努力しなければ

ならない。 
 
第２章 医療費適正化の推進 
 第２節 特定健康診査等基本指針等 
（特定健康診査等基本指針） 
第 18条 厚生労働大臣は、特定健康診査（糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健
康診査をいう。以下同じ。）及び特定保健指導（特定健康診査の結果により健康の保持に努め

る必要がある者として厚生労働省令に定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技

術を有する者として厚生労働省令定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。）の適切かつ

有効な実施を図るための基本的な指針（以下、「特定健康診査等基本指針」という。）を定める

ものとする。 
２ 特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
 一 特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健康診査等基本指針」という。）の実施方法

に関する基本的な事項 
二 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項 
三 前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定する特定健康診査等実施計画の作成に関す

る重要事項 
３ 特定健康診査等基本指針は、健康増進法第９条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保

たれたものでなければならない。 
４ 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、またこれを変更しようとするときは、あ

らかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 
５ 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、またこれを変更したときは遅滞なく、こ

れを公表するものとする。 
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（特定健康診査等実施計画） 
第 19条 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに 5年を一基として、特定健
康診査等の実施に関する計画（以下「特定健康診査等実施計画」という。）を定めるものとす

る。 
２ 特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
 一 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項 
 二 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な方法 
 三 前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項 
３ 保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又これを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 
 
（特定健康診査） 
第 20 条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、

40 歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診
査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第 26条
第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。 

 
（特定保健指導） 
第 24 条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、
特定保健指導を行うものとする。 

 
（他の保険者の加入者への特定健康診査） 
第 26条 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の
加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。この場合において、保険者

は、当該特定健康診査又は特定保健指導を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該特定健康診査又は特定保健指導に要する費用を請求することができる。 
 
２ 保険者は、前項の規定により、他の保険者の加入者に対し特定健康診査又は特定保健指導を

行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に関

する記録を、速やかに、その者が現に加入する当該他の保険者に送付しなければならない。 
３ 保険者は、その加入者が、第一項の規定により、他の保険者が実施する特定健康診査又は特

定保健指導を受け、その費用を当該他の保険者に支払った場合には、当該加入者に対して、厚

生労働省令に定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に要する費用として相

当な額を支給する。 
４ 第一項の前項の規定にかかわらず、保険者は他の保険者と協議して、当該他の保険者の加入

者に係る特定健康診査又は特定保健指導の費用の請求及び支給の取扱いに関し、別段の定めを

することができる。 
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